
 

 

株式会社グリーンパワーインベストメント「（仮称）八幡平風力発電事業に係る 

計画段階環境配慮書」に対する意見について 

 

平成２９年５月１２日 

経 済 産 業 省 

商務流通保安グループ 

電 力 安 全 課 

 

 

 

 本日、環境影響評価法第３条の６の規定に基づき、「（仮称）八幡平風力発電
事業に係る計画段階環境配慮書」について、株式会社グリーンパワーインベストメ

ントに対し、環境の保全の見地からの意見を述べた。 

 意見内容は別紙のとおり。 

 

 

（参考）当該地点の概要 

 

１．計画概要 

 ・場  所  ： 岩手県八幡平市 

 ・原動力の種類 ： 風力（陸上） 

 ・出  力  ： 最大２００，０００ｋＷ 

 

２．これまでの環境影響評価に係る手続 

 

計画段階環境配慮書受理 平成２９年 ２月１４日 

環 境 大 臣 意 見 受 理 平成２９年 ４月２８日 

経 済 産 業 大 臣 意 見  平成２９年 ５月１２日 
 

 

 

              問合せ先：電力安全課 高須賀 

              電話０３－３５０１－１７４２（直通） 

                                              



 

別 紙 

 

 株式会社グリーンパワーインベストメント「（仮称）八幡平風力発電事業に係る 

計画段階環境配慮書」に対する意見 

 

１．総論 

（１）対象事業実施区域の設定 

対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備及び取付道路等の附帯設備（以下「風力

発電設備等」という。）の構造・配置又は位置・規模（以下「配置等」という。）の検討

に当たっては、計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、反映させる

こと。 

 

（２）事業計画の見直し 

２．（１）から（４）により、騒音等及び風車の影による生活環境への影響並びに鳥

類、植物及び生態系に対する影響を回避又は十分に低減できない場合は、風力発電設備

等の配置等の再検討、対象事業実施区域の見直し及び基数の削減を含む事業計画の見直

しを行うこと。 

 

（３）環境保全措置の検討 

環境保全措置の検討に当たっては、環境影響の回避・低減を優先的に検討し、代償措

置を優先的に検討することがないようにすること。 

 

２．各論 

（１）騒音等に係る環境影響 

事業実施想定区域の周辺には、複数の住居が存在しており、工事中及び供用時におけ

る騒音による生活環境への影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置等の検

討に当たっては、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（平成 27 年 10 月環境省）及

び最新の知見等に基づき、住居への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、そ

の結果を踏まえ、風力発電設備等を住居から離隔すること等により、騒音等による生活

環境への影響を回避又は極力低減すること。 

 

（２）風車の影に係る環境影響 

事業実施想定区域の周辺には、複数の住居が存在しており、供用時における風車の影

による生活環境への影響が懸念される。このため、風力発電設備の配置等の検討に当

たっては、住居への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、

風力発電設備を住居から離隔すること等により、風車の影による生活環境への影響を回

避又は極力低減すること。 

 



 

（３）鳥類に対する影響 

事業実施想定区域及びその周辺では、イヌワシ等の希少猛禽類の生息が確認されてい

ることから、本事業の実施により、風力発電設備への衝突事故、移動経路の阻害等によ

る鳥類への重大な影響が懸念される。このため、専門家等からの助言を踏まえた鳥類に

関する適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備等の配置等

を検討すること。 

 

（４）植物及び生態系に対する影響 

事業実施想定区域及びその周辺には、自然環境保全法（昭和 47 年法律第 85号）に基

づく自然環境保全基礎調査の第７回調査（植生調査）において植生自然度が高いとされ

た植生、森林法（昭和 26 年法律第 249 号）に基づき指定された保安林、林野庁により

緑の回廊に設定された森林及び岩手県自然環境保全指針（平成 11 年３月岩手県生活環

境部自然保護課）の「優れた自然」評価図で重要性が高いと区分された地域（保全区分

Ａ、Ｂ及びＣ）が存在し、自然環境の保全上重要な地域であることから、本事業の実施

により、植物及び生態系への影響が懸念される。このため、当該区域における風力発電

設備等の配置等の検討に当たっては、現地調査により自然度の高い植生が存在する区域

及び緑の回廊に設定した森林の現況を明らかにした上で、植物及び生態系への影響につ

いて予測及び評価を行うこと。 

特に、事業実施想定区域内の緑の回廊（国有林及び民有林）及びそこから連続性を持っ

た森林については、現時点では、動植物の移動経路としての機能を有しているか不明で

ある。このため、これら地域の土地利用の状況も含め詳細に現地調査を行い、動植物の

移動経路を確保する上で重要な森林であることが認められる場合は、これら森林の分断

を回避すること。また、その結果を踏まえ、既存道路、無立木地等を活用することによ

り、これらの重要な自然環境の改変による影響を回避又は極力低減すること。 

 

以上の検討の経緯及び内容について、方法書以降の図書に適切に記載すること。 

 

 


